
（２）会員関係（新規加入） 

 

 -⑥団体への声掛け内容確認                                 

 「事務局から自治会へ設立総会及び設立総会までの会議開催について周知し、興

味のある自治会があれば準備会に出席していただく。」という決定を受けて、別紙のと

おり、１２月１４日付けで５自治会長宛てに文書発送した。 

 

 

 

 -⑦設立周知内容確認                                     

・広報しろいに２回掲載予定。 

1 回目：2 月 15 日号 「設立総会が開催されます」 

2 回目：未定      「まち協が設立されました」 

 

 

 -⑧新規会員（団体・個人）の受け入れ方法                         

・新規会員の受け入れは、設立総会以降とする。 

【未定事項】 

・入会申込方法の詳細は規約にないが、入会届を作成する方向で検討する 

・入会届の提出先は今後検討する（拠点等も併せて検討） 

 

 

 

資料３ 




